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国会は６月４日の参議院本会議でトラックドライバーの適切な賃金確保とトラック運送

業界の質の向上などを目的とする「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」等を賛

成多数で可決・成立しました(建交労全国トラック部会から送られてきた別掲の全ト協：

広報とらっく号外―6月 5日号参照)。 

【以下、広報とらっく号外―6月 5日号から一部を転載】 

「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」では、①トラック運送事業の許可につ

いて５年ごとの更新制を導入、②国土交通大臣が定める「適正原価」を下回る運賃・料金

の制限、③再委託の回数を２回以内に制限するよう努力義務化、④違法な「白トラ」の利

用を禁止し（罰則付）、荷主等に対しては是正指導も実施――する内容。 

 また、この一部改正法を担保するための、「貨物自動車運送事業の適正化のための体制

の整備等の推進に関する法律」（新法）では、①基本方針の策定、②法制上の措置等、③

物流政策推進会議――を柱としている。①では、許可の更新事務および事業適正化支援 

等を適切・効率的に実施できるよう独立行政法人に行わせる等必要な体制を整備すること

と、同業務の実施に必要な費用を確保できるよう、更新手数料等によるほか、広く社会で

支える観点から財源措置を検討する。②では、政府は基本方針に基づき、必要な法制上の

措置等を同法施行後３年以内を目途として講じる。さらに③では、政府は、物流に関する

施策の総合的かつ集中的な推進を図るため、「物流政策推進会議」を設置し、同推進会議

の下に、連絡調整を行うための関係者会議を設置する内容となっている。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

神奈川県南支部のホームページは（全日本建設交運一般労働組合 (ctg-kennan.net)）を クリックか

右のＱＲコードからアクセスできます。分会・班の仲間は多くの労働者に広げてください。 

 

改正法の実効確保は職場の活動が鍵！ 

トラック労働者の生活＆経営改善に向けた

貨物運送事業法の一部改正等が可決！ 

今回の法改正では、経営者団体

と労働組合による一致点での共

同が大きな力になっています。 

今後は改正法の「実効確保」に

向けて、労働組合の職場での運

動が欠かせません。要求闘争の

強化、組合員の拡大をはじめ職

場での労働組合運動を活性化さ

せると同時に経営者との一致点

での共同を追求しましょう。 
国会前で全ト協と労働３団体役員：坂本全ト協会長と握手する

建交労の足立委員長：全国トラック部会部会長（前列右端） 

http://www.ac-illust.com/main/dl_info.php?id=545919&sw=%E3%80%90%E7%94%B7%E5%A5%B3GS%E3%80%91%E6%AD%A3%E9%9D%A2_%E3%81%8A%E3%83%BC2
http://www.ac-illust.com/main/dl_info.php?id=435395&sw=%E3%80%8C%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E5%93%A1a%E3%80%8D20
https://ctg-kennan.net/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


